
    
 

 

 

 

 

 

 

１ 子育て応援特別手当の拡充               １，２５４億円 

  子育て応援特別手当（注）について、平成 21 年度に限り、第一子まで拡大

して、平成 21 年度において小学校就学前 3 年間に属する子（平成 15 年 4 月

2 日から平成 18 年 4 月 1 日までの間の生まれの子）を対象に実施する。 
 

（注）平成 20 年度第 2 次補正予算に基づき、幼児教育期の負担に配慮する観点から、平成 20 年度に

おいて小学校就学前 3 年間に属する子（平成 14 年 4 月 2 日から平成 17 年 4 月 1 日までの間の生

まれの子）であって、第二子以降の子に対し、一人当たり 3.6 万円を支給 

 

 

２ 地域における子育て支援の拡充等 

（１） 保育サービス等の充実 

        安心こども基金拡充分（１，４３２億円）の内数 

新待機児童ゼロ作戦の集中重点期間において、雇用情勢の悪化等による待

機児童の増加に対して速効性のある取組の更なる拡充を図るため、保育所賃

借料補助の対象拡大、広域的保育所利用事業の実施、保育所の耐震化整備費

の補助、家庭的保育（保育ママ）事業に係る賃借料への助成などを実施する。 

 

（２） すべての家庭を対象とした地域子育て支援の充実 

安心こども基金拡充分（１，４３２億円）の内数 

    地域子育て支援を担うＮＰＯなどの活動の立ち上げ支援、育児不安を抱え

る家庭への支援スタッフの訪問、放課後児童クラブと放課後子ども教室の連

携を促進させるための連携マネージャー（仮称）の配置、ファミリー・サポ

ート・センター事業の広域実施及び病児・病後児預かり等の実施の促進、妊

婦等支援教室の開催などを行うほか、地域子育て支援拠点事業の新規実施や

放課後児童クラブの開設に必要な建物の賃借料などの助成を行う地域子育て

創生事業を実施する。 

 

 

第２３回社会保障審議会 

少子化対策特別部会 

平成２１年５月１９日 

 

資料１－２

平成２１年度厚生労働省補正予算案の概要 

（雇用均等・児童家庭局所管分） 

健康長寿・子育て（子育て支援）    ２，７１８億円 
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３ ひとり親家庭・社会的養護等への支援の拡充 

（１） ひとり親家庭等への支援の拡充 

安心こども基金拡充分（１，４３２億円）の内数 

その他 ７．９億円 

    職業訓練時に母子家庭等就業・自立支援センターにおいてひとり親家庭の

託児サービスを提供、職業紹介等を行う企業等によるひとり親家庭に対する

就業支援、ひとり親家庭等の在宅就業を積極的に支援する自治体に対する助

成、養成機関での資格取得時の母子家庭に対する生活支援（高等技能訓練促

進費）の充実、戸別訪問員による母子家庭への相談・就業支援等を行うほか、

母子寡婦福祉貸付金の拡充、婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被害者等）等の

就業支援を図る。 

また、託児サービスを付加した委託訓練を拡大し、母子家庭の母等子ども

の保育を必要とする者が職業訓練を受ける際の託児サービスを提供する。 

（職業能力開発局において計上（６．２億円）） 

 

（２）社会的養護の拡充   安心こども基金拡充分（１，４３２億円）の内数 

    職業紹介等を行う企業等による児童養護施設の退所者等の就業支援、児童

養護施設等の生活向上のための環境改善、児童養護施設等職員の資質向上の

ための研修を行う。 

 

 ４ 特定不妊治療への支援                    ２４億円 

  体外受精、顕微受精を対象に、医療保険が適用されず、高額な医療費がか

かる配偶者間の不妊治療に要する費用を一部助成（１回あたり１０万円→１

５万円）し、経済的負担の軽減等を図る。 

 

 

 

安心こども基金の拡充                   １，５００億円 

 

「新待機児童ゼロ作戦」による保育所の整備等による保育サービスの拡充のほか、

地域の子育て力をはぐくむ取組等すべての子ども・家庭への支援、ひとり親家庭・

社会的養護等への支援の拡充により、子どもを安心して育てることができる体制

整備を行うため１，５００億円（文科省分６８億円を含む）を追加。（就業支援に

係る経費について平成２１年度～２３年度） 

 

※ 平成２０年度第二次補正予算において、１，０００億円の基金を創設 

（平成２０年度～２２年度）し、新待機児童ゼロ作戦の前倒し実施。 

（１５万人分の受け入れ体制の整備） 
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短時間勤務を希望する者への支援の充実             １億円 

     短時間労働者均衡待遇推進等助成金の拡充(短時間正社員制度の導入促進

に加え、同制度利用者の１０人目まで助成金を支給)、両立支援レベルアッ

プ助成金(子育て期の短時間勤務支援コース)の拡充(対象となる短時間勤務

制度の拡充等)を図る。 

 

緊急・雇用対策               １億円 
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１
０
０
０
億

円
の

基
金

創
設

（
平

成
2
0
年

度
～

2
2
年

度
）
に
よ
り
、
新

待
機

児
童

ゼ
ロ
作

戦
の

前
倒

し
実

施

→
１
５
万
人
分
の
受
入
体
制
の
整
備

具
体

的
実

施
事

業

１
保

育
所

等
緊

急
整

備
事

業
２

放
課

後
児

童
ク
ラ
ブ
設

置
促

進
事

業
３

認
定

こ
ど
も
園

整
備

等
事

業
４

家
庭

的
保

育
(保

育
マ
マ
)改

修
等

事
業

５
保

育
の

質
の

向
上

の
た
め
の

研
修

事
業

等

①
保
育
サ
ー
ビ
ス
等
の
充
実

・
・
・
雇
用
情
勢
悪
化
等
に
よ
る
待
機
児
童
の
増
加
に
対
し
、
速
効
性
の
あ
る
対
応
等

②
す
べ
て
の
家
庭
を
対
象
と
し
た
地
域
子
育
て
支
援
の
充
実

・
・
・
創
意
工
夫
に
よ
り
地
域

の
子
育
て
力
を
は
ぐ
く
む
取
組
等
の
拡
充

③
ひ
と
り
親
家
庭
等
へ
の
支
援
の
拡
充

・
・
・
厳
し
い
雇
用
情
勢
下
、
資
格
取
得
支
援
と
そ
の
間
の
生
活
保
障
、
在
宅
就
業
支
援
等

④
社
会
的
養
護
の
拡
充

・
・
・
児
童
養
護
施
設
等
の
生
活
環
境
改
善
、
安
定
し
た
就
職
が
困
難
な
退
所
児
童
の
生
活
・
就
業
支
援
等

※
全

体
を
通

じ
て
、
地

方
公

共
団

体
が

上
記

の
事

業
を
積

極
的

に
実

施
で
き
る
よ
う
、
臨

時
交

付
金

で
地

方
公

共
団

体
へ

の
配

慮

安
心
こ
ど
も
基
金

（
平

成
２
０
年

度
第

２
次

補
正

予
算

）

平
成
２
１
年
度
厚
生
労
働
省
補
正
予
算
案
（
子
育
て
支
援
）
の
概
要

現
下

の
不

況
下

で
、
全

体
の

個
人

所
得

が
減

少
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
鑑

み
、
臨

時
異

例
の

措
置

で
あ
る
子

育
て
応

援
特

別
手

当
（
３
歳

か
ら
５
歳
ま

で
の

児
童

１
人

当
た
り
３
．
６
万

円
）
を
、
平

成
２
１
年

度
に
限

り
、
第

一
子

ま
で
拡

大
し
て
実

施
（
約

１
２
５
０
億

円
）

子
育
て
応
援
特
別
手
当
の
拡
充
（
１
，
２
５
４
億
円
）

安
心

こ
ど
も
基

金
の
拡

充
（
１
，
５
０
０
億

円
）

「
新

待
機

児
童

ゼ
ロ
作

戦
」
に
よ
る
保

育
所

の
整

備
等

に
よ
る
保

育
サ

ー
ビ
ス
の

拡
充

の
ほ

か
、
地

域
の

子
育

て
力

を
は

ぐ
く
む
取

組
等

す
べ

て
の

子
ど
も
・
家

庭
へ

の
支

援
、
ひ
と
り
親

家
庭

・
社

会
的

養
護

等
へ

の
支

援
の

拡
充

に
よ
り
、
子

ど
も
を
安

心
し
て
育

て
る
こ
と
が

で
き
る
体

制
整

備
を
行

う
。

今
回
の
補
正
予
算
案
に
お
け
る
拡
充

経
済

的
理

由
で
不

妊
治

療
を
断

念
す
る
者

が
増

加
す
る
こ
と
が

な
い
よ
う
、
経

済
的

負
担

の
軽

減
を
図

る
（
１
回

あ
た
り
１
０
万

円
→

１
５
万

円
）
。

特
定
不
妊
治
療
へ
の
支
援
（
２
４
億
円
）
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（
内

容
）

○
支
給
対
象
と
な
る
子
：
平
成
21

年
度
に
お
い
て
小
学
校
就
学
前
3年

間
に
属
す
る
子

、
す
な
わ

ち
、
平

成
15

年
4月

2日
か
ら

平
成
18

年
4月

1日
ま
で
の
間
の
生
ま
れ
（
平
成
21

年
3月

末
に
お
い
て
3～

5歳
の
子
）
の
子
ど
も
（
33
0

万
人
程
度
）

（
注
）
平
成

2
0
年
度
第
２
次
補
正
予
算
に
よ
る
子
育
て
応
援
特
別
手
当
は
、
幼
児
教
育
期
の
負
担
に
配
慮
す
る
観
点
か
ら
、
平

成
2
0
年
度
の
緊
急
措
置
と
し
て
、
幼
児
教
育
期
（
小
学
校
就
学
前
３
年
間
）
の
第
２
子
以
降
の
子
に
対
し
、
一
人
あ
た
り

３
．
６
万
円
を
支
給
。

具
体

的
に
は
、
平
成
2
0
年
度
に
お
い
て
小
学
校
就
学
前
3
年
間
に
属
す
る
子
、
す
な
わ
ち
、
平
成
1
4
年
4
月
2
日
か
ら
平
成

1
7
年
4
月
1
日
ま
で
の
間
の
生
ま
れ
（
平
成
2
0
年
3
月
末
に
お
い
て
3
～
5
歳
の
子
）
で
あ
っ
て
、
第
2
子
以
降
で
あ
る
児
童

（
1
7
0
万
人
程
度
）
が
対
象

※
外

国
人
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
登
録
原
票
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
正
規
在
留
者
に
限
る
（
短
期
滞
在
の

在
留
資
格
を
除
く
）
。

○
支
給
額

：
支
給
対
象
と
な
る
子
ど
も
一
人
あ
た
り
3.
6万

円
（
１
回
払
い
）

○
支
給
先

：
支
給
対
象
と
な
る
子
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主

（
支
給
基
準
日
（
検
討
中
）
の
住
民
基
本
台
帳
、
外
国
人
登
録
原
票
の
情
報
を
活
用
）

○
支
給
手
続

：
各
世
帯
主
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
支
給
す
る
。

○
申
請
期
限

：
各
市
町
村
に
お
け
る
申
請
受
付
開
始
日
か
ら
○
か
月
（
検
討
中
）

○
財

源
：
１
，
２
５
４
億

円

現
下

の
不

況
下

で
、
全

体
の

個
人

所
得

が
減

少
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
鑑

み
、
臨

時
異

例
の

措
置

で
あ
る
子

育
て

応
援
特
別
手
当
（
３
歳
か
ら
５
歳
ま
で
の
児
童
一
人
あ
た
り
、
３
．
６
万
円
）
を
、
平
成
２
１
年
度
に
限
り
、
第
一
子

ま
で
拡
大
し
て
実
施
す
る
。

１
「
子
育
て
応
援
特
別
手
当
」
の
拡
充
に
つ
い
て
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２
（
１
）
保
育
サ
ー
ビ
ス
等
の
充
実

希
望
す
る
す
べ
て
の
人
が
安
心
し
て
子
ど
も
を
預
け
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
新
待
機
児
童
ゼ
ロ
作
戦
の
集
中
実
施

○
保
育
所
等
の
新
設
に
係
る
賃
借
料
補
助
の
対
象
拡
大

○
広
域
的
保
育
所
利
用
事
業

○
自
宅
以
外
で
実
施
す
る
場
合
の
賃
借
料
補
助

①
．
都
市
部
に
お
け
る
待
機
児
童
解
消

③
．
家

庭
的

保
育

（
保

育
マ
マ
）
事

業
の

促
進

○
研
修
後
の
再
就
職
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を

全
都
道
府
県
に
配
置

④
．
保

育
サ

ー
ビ
ス
拡

大
に
伴

う
保

育
士

確
保

保
育
サ
ー

ビ
ス
等
の
充
実

○
私
立
保
育
所
の
耐
震
化
整
備
費
の
補
助

（
財
政
力
が
乏
し
い
等
の
市
町
村
に
対
す
る
補
助
率
の
か
さ
上
げ
を
含
む
）

②
．
保

育
所

の
耐

震
化

整
備

費
の

補
助

保
育

所
の

設
置

促
進

、
家

庭
的

保
育

（
保

育
マ
マ
）
の

拡
大

な
ど
、
雇

用
情

勢
の

悪
化

等
に
よ
る
待

機
児

童
の

増
加

に
対

し
て
速

効
性

の
あ
る
対

応
等

に
よ
る
新

待
機

児
童

ゼ
ロ
作

戦
の

取
組

の
更

な
る
拡

充

○
認
定
こ
ど
も
園
等
に
お
け
る
緊
急
環
境
整
備
・
研
修
支
援

⑤
．
認

定
こ
ど
も
園

等
の

環
境

整
備

・
職

員
研

修
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２
（
２
）
す
べ
て
の
子
ど
も
・
家
庭
へ
の
支
援

～
地
域
子
育
て
創
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
～

＜
ソ
フ
ト
事

業
取

組
例

＞
○

地
域

子
育

て
支

援
を
行

う
N

P
O
等

の
活

動
の

立
ち
上

げ
支

援

○
地

域
に
お
け
る
き
め
細

か
な
子

育
て
支

援
活

動
の

促
進

○
経

済
的

困
難

を
抱

え
る
家

庭
や

施
設

で
生

活
す
る
子

ど
も
の

育
成

支
援

○
家

庭
支

援
ス
タ
ッ
フ
訪

問
事

業
○

放
課

後
こ
ど
も
プ
ラ
ン
連

携
促

進
事

業
○

病
児

・
病

後
児

保
育

の
実

施
促

進
○

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ

ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の

広
域

実
施

及
び
病

児
・
病

後
児

預
か

り
実

施
促

進
○

妊
娠

出
産

前
支

援
事

業
（
妊

婦
等

支
援

教
室

、
家

庭
訪

問
）

○
地

域
子

育
て
支

援
拠

点
の

ス
タ
ッ
フ
や

放
課

後
児

童
ク
ラ
ブ
指

導
員

の
資

質
向

上
、
人

材
育

成

＜
改

修
等

事
業

＞
○

賃
借

料
補

助
等

に
よ
る
地

域
子

育
て
支

援
拠

点
、
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ
等

の
拡

大
支

援
《
対

象
事

業
》

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
、
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ
、
一

時
預

か
り
事

業
、
病

児
・
病

後
児

施
設

、
家

庭
支

援
ス
タ
ッ
フ
訪

問
事

業
、
慢

性
疾

患
児

家
族

宿
泊

施
設

《
事

業
内

容
》

賃
借

料
（
礼

金
を
含

む
）
補

助
、
改

修
費

（
設

備
、
備

品
及

び
開

設
準

備
費

を
含

む
）
補

助

《
概

要
》

地
域

の
創

意
工

夫
に
よ
り
地

域
の

子
育

て
力

を
は

ぐ
く
み

、
子

育
て
に
か

か
わ

る
人

材
の

育
成

、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

活
性

化
を
図

る
た
め
、

自
治

体
、
地

域
住

民
、
町

内
会

、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
商

店
街

、
企

業
等

の
行

う
地

域
子

育
て
支

援
活

動
の

立
ち
上

げ
な
ど
を
支

援
す
る
。

《
実

施
方

法
》

都
道

府
県

が
地

域
の

実
情

に
応

じ
て
事

業
採

択
（
都

道
府

県
は

主
に
広

域
調

整
的

な
事

業
を
行

う
こ
と
と
し
、
市

町
村

に
手

厚
く
配

分
）

各
都

道
府

県
、
市

町
村

に
お
い
て
以

下
の

事
業

を
実

施
《
事

業
内

容
》
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３
（
１
）
ひ
と
り
親
家
庭
等
対
策
の
強
化

職
業
訓
練
等
に
よ
る
資
格
・
技
能
の
取
得
支
援

就
業

・
社

会
活

動
困

難
者

へ
の

訪
問

支
援

等
の

実
施

（
２
１
～

２
３
）

母
子

寡
婦

福
祉

貸
付

金
の

拡
充

※
こ
の

他
、
「
緊

急
人

材
育

成
・
就

職
支

援
基

金
（
仮

称
）
」
に
よ
る
事

業
等

を
活

用
し
支

援
を
実

施

職
業

紹
介

等
を
行

う
企

業
等

に
よ
る
母

子
家

庭
等

の
就

業
支

援
（
２
１
～

２
３
）

母
子

家
庭

等
の

在
宅

就
業

支
援

（
２
１
～

２
３
）

職
業

紹
介

等
を
行

っ
て
い
る
企

業
等

に
委

託
し
て
、
施

設
退

所
者

等
に
対

す
る
相

談
支

援
、
就

職
活

動
支

援
、
職

場
開

拓
等

を
行
う

職
業
紹
介
等
を
行
う
企
業
等
に
よ
る
婦
人
保
護
施
設
等
の
退
所
者
等
の
就
業
支
援
（
２
１
～
２
３
）

・
資

格
が

な
い
の

で
不

安
定

な
就
労
か
ら
ぬ
け
出
せ
な
い

・
養
成
機
関
に
通
う
際
の
生
活

費
が

な
い

職
業

訓
練

機
会

が
充

実
さ
れ

て
い
て
も
、
子

ど
も
が

預
け
ら
れ

な
い
の

で
参
加

で
き
な
い

高
等

技
能

訓
練

の
受

講
時

に
お
け
る
給

付
の

充
実

・
支

給
額

の
引

き
上

げ
（
現
行
：
月
額
1
0
3
,
0
0
0
円
→
1
4
1
,
0
0
0
円
）

・
今

後
３
年

間
に
修

学
し
て
い
る
者

に
つ
い
て
、
支

給
対

象
期

間
を
修

業
期

間
全

期
間

と
す
る
。
（
現

行
：
修

業
期

間
の

後
半

1/
2）

母
子

家
庭

等
就

業
・
自

立
支

援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
託

児
サ

ー
ビ

ス
を
提

供
（
２
１
～

２
３
）

（
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

1
0
3
か
所
）

子
育

て
と
生

計
２
重

の
負

担
に

加
え
、
厳

し
い
雇

用
情

勢
に
よ
り

就
業
が
困
難

職
業

紹
介

等
を
行

っ
て
い
る
企

業
等

に
委

託
し
て
、
相

談
支

援
、

就
職
活
動
支
援
、
職
場
開
拓
等
を
行
う

母
子

家
庭

に
な
り
、
地

域
と
の

結
び
つ
き
が

薄
く
、
就

業
活

動
や
社
会
活
動
に
踏
み
出
せ
な

い

・
福

祉
事

務
所

等
に
臨

時
配

置
す
る
戸

別
訪

問
員

に
よ
る
相

談
支

援
の

実
施

、
就

業
支

援
策

の
活

用
へ

の
結

び
つ
け
等

生
活
が
苦
し
い

が
、
子
育
て
の
た

め
、
こ
れ

以
上

パ
ー
ト
を
増
や
せ

な
い

知
識
技
能
の
習

得
や
生
活
に
要

す
る
費

用
、
子

ど
も
の

就
学

に
要

す
る
費

用
等

に
つ
い
て
貸

付
け
を

実
施

母
子
家
庭
の
母
親

等
に
よ
る
在
宅
就

業
を
積
極
的
に
支

援
し
よ
う
と
す
る
地

方
自
治
体
に
対
し

助
成
を
行
う

○
貸
付
利
率
の

引
き
下

げ

○
貸
付
条
件
の

緩
和

精
神

的
に
傷

を
負

っ
て
い
る
こ
と

等
に
加

え
、
厳
し
い
雇

用
情

勢
に

よ
り
一

層
就

業
が

困
難

※
生

活
保

護
世
帯

に
つ
い
て
、
子

ど
も
の

健
全

育
成

の
た
め
の

相
談

・
援

助
や

、
子

ど
も
（
小

・
中
・
高
校
生
）
に
対

す
る
学

習
支
援
の
た
め
の
新

た
な
給
付
を
実
施
。
③
－
２
参
照
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環
境
改
善

児
童
養
護
施
設
の
退
所
者
等
に
対
す
る
就
業
支
援
（
２
１
～
２
３
）

入
所
児
童
等
に
対
す
る
支
援

○
簡

易
な
改

修
工

事
・
設

備
整

備
・
備

品
設

置
に
対

す
る
補

助

○
賃

貸
・
改

修
等

の
補

助

○
職

業
紹

介
等

を
行

う
企

業
等

に
よ
る
就

業
支

援

施
設
等
職
員
の
資
質
向
上

○
施

設
等

職
員

の
研

修
に
か

か
る
経

費
の

補
助

就
職
先
企
業

退
所

(予
定

)者

職
場
開
拓

就
職
後
の
職
場
訪
問
等

相
談
支
援
等

・
職

業
紹

介
等

を
行

う
企

業
・
都

道
府

県
福

祉
人

材
セ
ン
タ
ー

・
就
業
支
援
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
あ
る

法
人
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等

○
現

下
の

厳
し
い
雇

用
情

勢
の

中
、
安

定
し
た
就

職
が

困
難

な
児

童
養

護
施

設
等

の
退

所
者

及
び

保
護

者
に
と
っ
て
は

、
一

層
就

職
が

難
し
い
状

況
と
な
っ
て
い
る
。

○
近

年
、
老

朽
化

し
た
大

型
遊

具
等

に
お
け
る
児

童
の

事
故

や
、
食

品
の

安
全

が
脅

か
さ
れ

る
事

件
が

多
発

し
て
い
る
。

○
家
庭
的
養
護
や
自
立
支
援
を
推
進
す
る
必
要
が
あ

る
。

被
虐

待
児

や
障

害
を
有

す
る
児

童
の

増
加

等
、
新

た
な
専

門
性

が
求

め
ら
れ

て
お
り
、
職

員
の

資
質

の
向

上
が

必
要

で
あ
る
。

対
象

と
な
る
研

修
短

期
研

修
：
各

施
設

種
別

、
職

種
別

に
行

わ
れ

る
研

修
長
期
研
修
：
都
道
府
県
単
位
に
研
修
調
整
機
関
を
設
け
、

・
大
規
模
施
設
の
職
員
を
小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
を
行
っ
て
い
る
施
設
で
研
修

・
児
童
養
護
施
設
等
の
職
員
を
障
害
児
施
設
で
研
修

フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
・
自

立
援

助
ホ
ー
ム
、
分

園
型

施
設

等
の

設
置
促
進

対
象
施
設
：
児
童
養
護
施
設
等

※
里
親
委
託
・
施
設
入
所
児
童
数
：
約
４
万
人

３
（
２
）
社
会
的
養
護
の
充
実

１
９
７
か

所
（
児

童
相

談
所

設
置

単
位

）

都
道
府
県
等

委
託
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２
０
万

円

※
自
己
負
担

＜
現
状
＞

＜
拡
充
後
＞

公
費

１
０
万

円
（
国

５
万

円
、
県

市
５
万

円
）

1回
当

た
り

1回
当

た
り

公
費
拡
充
分

既
存

分
（
※

１
）

（
既

存
の

国
庫

補
助
事
業
分
）

給
付
事
業

普
及
啓
発
事
業

昨
今
の
厳
し
い
経
済
状
況
の
中
で
、
経
済
的
理
由
で
不
妊
治
療
を
断
念
す
る
者
が

増
加
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
り
、
少
子
化
解
消
の
一
助
に

資
す
る
。
（
年
間
出
生
数
の
約
２
％
は
特
定
不
妊
治
療
を
受
け
た
者
の
子
）

（
※

１
）
特
定

不
妊

治
療

費
助

成
事

業
○

１
年

度
当
た
り
１
回

１
０
万

円
（
年

２
回
ま
で
）
通

算
５
年

支
給

○
所
得

制
限
７
３
０
万

円
（
夫
婦

合
算

の
所

得
ベ
ー
ス
）

○
実
施

主
体
・
・
都

道
府
県

、
指

定
都

市
、
中
核

市

３
０
万

円
（
平

均
的
な
治
療
費
）

女
性
が
不
妊
に
な
る
要
因
は
、

卵
管
閉
塞
、
子
宮
内
膜
症
、

子
宮

頸
ガ
ン
な
ど
様

々
あ
る

が
、
そ
の
要
因
や
不
妊
治
療

に
関
す
る
広
報
等
を
行
い
、

不
妊
治
療
に
関
す
る
理
解
を

深
め
る
。

１
５
万

円

※
自
己
負
担

公
費

５
万

円
(国

2.
5万

円
、
県

市
2.
5万

円
)

年
間

１
０
万

円
の

引
き
上

げ
（
年

２
回

ま
で

給
付
可
能
）

公
費

１
０
万

円
（
国

５
万

円
、
県

市
５
万

円
）

（
※

２
）
子

ど
も
家

庭
総

合
研

究
事

業
○

不
妊

症
の
病

態
解

明
と
新
た
な
診

断
・
治
療

法
の

確
立

に
向

け
た
研

究
や
不

妊
治

療
の

あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
研
究
を
実

施
予
定

４
特
定
不
妊
治
療
の
支
援
に
つ
い
て

予
算
額
：
２
４
億
円
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